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○離職者訓練
就職を目指す方に対し、職業訓練の受講により、知識や技能等を習得させ、就職を実現（受講費用は国が負担）

○在職者訓練
新技術への対応等のため、生産現場で働く在職者に必要な知識・技術を付与（受講費用は事業主負担）

ハロートレーニング（公的職業訓練）の実施

○キャリア形成促進助成金 （H13年度～）
・雇用する労働者に対して職業訓練を実施した場合に訓練経費等を助成

○キャリアアップ助成金（人材育成コース） （H25年度～）
・非正規労働者に対して職業訓練を実施した場合に訓練経費等を助成

事業主等の行う教育訓練の推進

○一般教育訓練給付（H10年12月～）

・労働者や離職者が、自ら費用を負担して教育訓練講座を受講した場合に経費の2割を支給

○専門実践教育訓練給付（H26年10月～）
・専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（専門実践教育訓練）を受講した場合に経費の4割（資格取得等の場合
さらに2割）を支給

社会人の学び直しの支援

職業能力開発施策の概要
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資料出所：「平成27年度能力開発基本調査」

 雇用保険で行う「教育訓練給付」（専門実践型）の拡充

（１） 助成対象講座の多様化、利便性の向上

ＩＴなど就業者増が見込まれる分野の講座の増設

子育て女性のための「リカレント教育」の講座の増設

土日、夜間講座の増設。完全e-ラーニング講座の新設

（２） 出産等で離職後、子育てでのブランクが

長くなっても受給を可能に

（３） 給付率と上限額の引上げ

 経営トップの意識改革（企業）

先進的な事例を収集、表彰して普及(厚生労働省)

 中小企業の生産性向上のための従業員を対象とし

た新たな訓練システム

国が訓練ニーズに合わせ、先進企業の好事例を活用したオー

ダーメイド型訓練を開発

職業訓練施設や企業の現場等で中小企業の従業員を訓練

人材育成の充実

現状と課題

再就職には長期訓練が効果的

①企業による教育訓練の実施拡大

今後の対応

③国による長期の離職者訓練の新設、拡充

②個人のキャリアアップへの強力な支援

 資格の取得などを可能にする１～２年の長期訓練の拡充、

新設（高レベルのＩＴ等）
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資料出所：「賃金労働時間制度等総合調査報告」、「就労条件総合調査報告」

（受講者数）

企業の人的資本投資の減少傾向が問題

年間0.7万人→２万人

給付率６割→ ７割

４年以内→ 10年以内

（％）

（円/人・月）

就職率

１０万人

５万人

０人

教育訓練費

人材育成に関する問題点

国が行う離職者訓練の期間と就職率（H27） １、２年の受講期間を必要と
する資格等の例

保育士 ２年（昼間）

介護福祉士 ２年（昼間）

２級建築士 ２年（実務経
験なしの者）

応用情報技術者 １年

高レベルの民間ＩＴ
資格

１年

新

「グッドキャリア企業ア
ワード」（本年創設）

（「教育訓練給付」（一般型）も同様に措置）

新

新

2500講座→5000講座

最大3年で144万円→ 168万円

平成28年11月16日第３回働き方改革実現会議
塩崎厚生労働大臣提出資料
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（１）対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険受給者

（２）訓練期間：概ね３月～１年

（３）給付金：雇用保険法に基づく各種手当

（基本手当＋受講手当（500円／訓練日）＋通所手当＋寄宿手当）を支給

※訓練を受講する場合、基本手当給付日数の延長措置あり

（４）実施機関

○国（ポリテクセンター）

主にものづくり分野の高度な訓練を実施（金属加工科、住宅リフォーム技術科等）

【運営費】交付金

○都道府県（職業能力開発校）
地域の実情に応じた多様な訓練を実施（木工科、自動車整備科等）

【運営費】交付金＋都道府県費

○民間教育訓練機関等（都道府県からの委託訓練）
事務系、介護系、情報系等モデルカリキュラムなどによる簡易な訓練を実施

【運営費】委託費：標準上限6万円／人月

※一部コースにおいて、訓練修了者の就職率に応じて委託費の額に差を設

け、就職へのインセンティブを高めている（5万円～7万円／人月）

離
職
者
向
け
（無
料
（テ
キ
ス
ト
代
等
は
実
費
負
担
））

（１）対象：在職労働者（有料）

（２）訓練期間：概ね2日～5日

（３）実施機関：○国（ポリテクセンター） 【運営費】交付金

○都道府県 【運営費】交付金＋都道府県費

（１）対象：高等学校卒業者等（有料）

（２）訓練期間：1年又は2年

（３）実施機関：○国（ポリテクカレッジ） 【運営費】交付金

○都道府県 【運営費】交付金＋都道府県費

学
卒
者

向
け

在
職
者

向
け

公共職業訓練 求職者支援訓練

（３）給付金：職業訓練受講給付金

（月10万円＋交通費（所定の額））の支給

※本人収入が月８万円以下等、一定の要件を満たす場合

（４）実施機関

○民間教育訓練機関等（訓練コースごとに厚生労働大臣が認定）

【運営費】訓練実施機関に対する奨励金

＜実践コース＞訓練修了者の就職率に応じて奨励金の額に差を設け、

就職へのインセンティブを高めている（5万円～7万円／人月）

＜基礎コース＞受講者数に応じた定額制（6万円／人月）

実践コースの主な訓練コース

・ 介護系（介護福祉サービス科等）

・ 情報系（Webクリエイター養成科等）

・ 医療事務系（医療・調剤事務科等）等

（１）対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険を受給できない方

（２）訓練期間： ２～６か月

平成27年度
公共職業訓練実績

（確定値）

合計 国（ポリテクセンター等） 都道府県

受講者
数（人）

就職
率

受講者数
（人）

就職率
受講者数

（人）
就職率

離職者訓練 127,807 － 29,716 － 98,091 －

うち施設内 37,829 85.7% 28,838 87.2% 8,991 81.9%

うち委託 89,978 75.0% 878 83.6% 89,100 74.9%

在職者訓練 107,604 - 56,873 - 50,731 -

学卒者訓練 17,877 96.8% 5,655 99.3% 12,222 96.1%

合計 253,288 - 92,244 - 161,044 -

平成27年度求職者支援訓練 実績 受講者数合計：40,587人
（基礎コース）11,653人 就職率：56.4％ （実践コース）28,934人 就職率：61.0％

ジョブ・カードを活用し、訓練実施機関（注：一部は職業紹介の許可を取得）とハローワークで連携して就職支援を実施。

ハロートレーニング（公的職業訓練）の全体像
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▲機械CAD/CAMコース
（マシニングセンタ加工実習）

▲金属加工コース
（ＴＩＧ溶接実習）

▲電気設備コース
（制御盤製作実習）

▲建築CADリフォームコース
（構造部材組立加工実習）

▲ビル設備コース
（冷凍空調機運転・調整実習）

▲建築CAD・住環境コース
（太陽光発電システム施工実習）

系 名 科 名

機械系

CAD設計コース

機械CAD/CAMコース

CAD・NC加工コース

金属加工コース

電気・電子系

電子回路コース

組込みソフトウェアコース

電気設備コース

生産設備管理コース

システム・エンジニアコース

制御技術コース（企業実習付コース)

居住系

建築CADリフォームコース

建築CAD・住環境コース

ビル設備コース

ビル設備コース（企業実習付コース)

ポリテクセンターにおける離職者訓練の例
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在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大４年以内）の者が、厚
生労働大臣の指定する教育訓練（一般教育訓練）を受ける場合に、訓練費用の一定割合を支給

○ 受講費用の20％（上限年間10万円）を支給

一般教育訓練給付金の概要

全指定講座数：10,165講座（平成２８年10月1日現在）一般教育訓練の指定講座について

＜給付の内容＞

○ 雇用保険の被保険者期間３年以上（初回の場合は１年以上）を有する者

＜支給要件＞

一般教育訓練の指定講座数推移

一般教育訓練給付金の概要

⑦技術関係 275講座
（建築施工管理技士検定、電気主任技術者等）

①輸送・機械運転関係 5,114講座
（大型自動車、建設機械運転等）

②医療・社会福祉・保健衛生関系
2,419講座

（介護職員初任者研修、実務者研修等）

③専門的サービス関係 698講座
（社会保険労務士、税理士、司法書士等）

④情報関係 388講座
（プログラミング、CAD、ウェブデザイン等）

⑤事務関係 416講座
（簿記、英語検定等）

⑥営業・販売・サービス関係 273講座
（宅地建物取引主任者、旅行業取扱主任者等）

⑧製造関係 41講座
（技能検定等）

⑨その他 541講座
（大学院修士課程等）

平成10年度
（制度創設）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

講座数（※） 3,445 7,119 7,916 8,541 9,084 10,056

受給者数（人） 198 130,218 135,944 121,056 120,117 ー

※講座数については当該年度の４月時点での指定講座数（平成10年度については12月時点）
５



在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大４年以内）の者が、
厚生労働大臣の指定する専門的・実践的な教育訓練（専門実践教育訓練）を受ける場合に、訓練費用の一定割合を支給

専門実践教育訓練給付金の概要

○ 受講費用の40％（上限年間32万円）を６か月ごとに支給
○ 訓練修了後１年以内に、資格取得等し、就職等した場合には、受講費用の20％（上限年間16万円）を追加支給

専門実践教育訓練給付金の概要

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の若年離職者に対して、訓練期間中の受講支援として、基本手当日額の50％を訓練受講中に２
か月ごとに支給するもの（平成30年度末までの暫定措置）

教育訓練支援給付金の概要

①業務独占資格または名
称独占資格の取得を訓
練目標とする養成課程

講座数） 1,290講座
例）看護師、介護福祉士 等

②専修学校の職業実践
専門課程
講座数） 830講座

例）商業実務、経理・ 簿記 等

全指定講座数：２，２４３講座（平成28年10月時点）専門実践教育訓練の指定講座について

＜給付の内容＞

○ 雇用保険の被保険者期間10年以上（初回の場合は２年以上）を有する者

＜支給要件＞

○ 労働者が費用負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を雇用保険
により給付する制度について、平成26年10月に「専門実践教育訓練給付金」及び「教育訓練支援給付
金」を創設し、中長期的なキャリアアップを支援

④大学等の職業実践力
育成プログラム

講座数） 37講座
例） 特別の課程（工学・工業） 等

➂専門職学位課程

講座数） 82講座
例）ビジネス・MOT 等

➄一定レベル以上の情報
通信技術に関する資格取
得を目標とする課程

講座数） ４講座
例）シスコ技術者認定CCNP等

６



職業訓練などを実施する事業主等に対して訓練経費や訓練中の賃金を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進

（☆付きコース対象）若者雇用促進法に基づく認定事業主又はセルフ・キャリアドック制度導入企業については、助成率を1/2のものを2/3、1/3のものを1/2にそれぞれ引き上げ

対象 助成内容 助成率・助成額等
注：（　）内は中小企業以外

①雇用型訓練コース（☆）　→訓練効果の高い雇用型訓練について助成率を上乗せ

・特定分野認定実習併用職業訓練
中小企業以外
中小企業

事業主団体等

・建設業、製造業、情報通信業その他高度で実践的な訓練の必要性の高い分野（特定分野）に
関する認定実習併用職業訓練（厚生労働大臣の認定を受けたＯＪＴ付き訓練）

・認定実習併用職業訓練
中小企業以外
中小企業

・厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練

・中高年齢者雇用型訓練
中小企業以外
中小企業

・訓練直前に２年以上継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者を対象としたOJT付
き訓練

②重点訓練コース（☆）　→労働者にとってキャリア形成の必要性及び生産性向上効果が高い訓練内容について助成

・若年人材育成訓練 ・採用後５年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練

・熟練技能育成・承継訓練 ・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練

・成長分野等・グローバル人材育成訓練 ・成長分野や、海外関連業務に従事する人材育成のための訓練

・中長期的キャリア形成訓練 ・厚生労働大臣が専門実践教育訓練として指定した講座

・育休中・復職後等人材育成訓練
・育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練
　　（訓練時間10時間以上）

③一般型訓練コース

・一般企業型訓練 中小企業
・①、②以外の訓練
・セルフ・キャリアドックの実施（定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保）を要件とする。

経費助成：1/3
賃金助成：400円

・一般団体型訓練 事業主団体等
・事業主団体等が行う訓練（①若年労働者を対象とする訓練　②熟練技能者の指導力強化及
び技能継承のための訓練　③育休中等の能力アップのための訓練　④生産性向上のための訓練）

経費助成：1/2　【2/3※】
※育休中等に係る訓練の場合

④制度導入コース　→　キャリア開発の効果の特に高い制度導入に定額助成　　※実施助成分の助成額は制度導入助成に統合 制度導入助成

・教育訓練・職業能力評価制度
・従業員に対する教育訓練か職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度を導入
し、適用した場合に助成。

・セルフ・キャリアドック制度 ・一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度を導入し、適用した場合に助成。

・技能検定合格報奨金制度 ・技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成

・教育訓練休暇等制度 ・教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、適用した場合に助成。

・社内検定制度 ・社内検定制度を導入し、実施した場合に助成

・事業主団体助成 事業主団体等
・構成事業主の従業員に対する教育訓練制度、職業能力評価制度、業界検定、教育訓練プロ
グラムを開発し、構成事業主を支援した場合に助成。

2/3

支給対象となる訓練

経費助成：
・特定分野認定実習併用職業訓練
→　2/3（1/2）
・認定実習併用職業訓練　及び
中高年齢者雇用型訓練
→　1/2（1/3）
賃金助成：800（400）円
OJT実施助成：700（400）円

中小企業以外
中小企業

経費助成：1/2（1/3）
　　　　　　　　【2/3（1/2）※】
賃金助成：800（400）円
※育休中等に係る訓練の場合

中小企業以外
中小企業

50万円（25万円）

平成２８年度キャリア形成促進助成金
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コース名・内容 助成額 （ ）額は大企業の額

人材育成
コース

有期契約労働者等に次のいずれかの
訓練を実施
• 一般職業訓練（OFF-JT）
※育児休業中訓練を含む

• 有期実習型訓練（「ジョブ・カード」を
活用したOFF-JT+OJTを組み合わせた３
～６か月の職業訓練）

• 中長期的ｷｬﾘｱ形成訓練（厚生労働大臣が
専門的・実践的な教育訓練として指定し
た講座）（OFF-JT）

OFF-JT《１人当たり》
賃金助成：１ｈ当たり800円（500円）
経費助成：訓練時間数に応じた次の額（事業主が負担した経費が上限額を下回る場合は実費を限度）

OJT《１人当たり》
実施助成：１ｈ当たり８00円（700円）

一般・有期実習型・
育児休業中訓練

中長期的ｷｬﾘｱ
形成訓練

有期実習型訓練後に正規
雇用等に転換された場合

100ｈ未満 10万円
(7万円)

15万円
(10万円)

15万円
(10万円)

100ｈ以上
200ｈ未満

20万円
(15万円)

30万円
(20万円)

30万円
(20万円)

200ｈ以上 30万円
(20万円)

50万円
(30万円)

50万円
(30万円)

○ 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期契約労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企
業内のキャリアアップ等を促進するため、人材育成などの取組を実施した事業主に対して包括的に助成

※ 上記の他、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換等した場合（正社員化コース）、有期契約労働者等の処遇の改善に取り組んだ場合（処遇改
善コース）の助成措置がある。

キャリアアップ助成金（人材育成コース）について
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